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・項目は「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」に準拠し

   た。

・○については、該当するものの全てを掲載する。

・△については、案内図の縮尺、情報密度等を勘案して掲載の可否を決定する。

・建築物については建物平面外形を色面で示す。

・  （　）内はピクトグラムの分類を示す。

　（JIS）  JIS Z 8210 に規定された案内用図記号を示す。

　（参考） この付属書は、本体で規定した案内用図記号以外のもの

 で、" 標準案内用図記号ガイドライン "に収録されているも

 のを示す。

　（参考の変更） 本体以外に"標準案内用図記号ガイドライン"に収録されて

 いる図記号のうち、表示事項と機能を変えない範囲で図材

 を変更したものを示す。

　（新規） 横浜市独自で作成したピクトグラムを示す。

・※1

　「年間入り込み者数 10 万人規模以上の全国的に有名な観光施設」及び「年

　間入り込み者数 10万人規模以上の遊園地」については、その都度、文化

　観光局観光振興課（Tel 045-671-2596）に問い合わせる。

・※2

　「6000m2以上の大規模小売り店舗」については、その都度、経済局産業立 

　 地調整課（Tel 045-671-2598）に問い合わせる。

・※3

　（財）横浜観光コンベンション・ビューローの会員となっている宿泊施設に

　ついては、その都度、（財）横浜観光コンベンション・ビューロー　（Tel 

　045-221-2111）に問い合わせる。





 

 




